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関
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質
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対
す
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一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
家
戦
略
特
区
で
獣
医
学
部
新
設
を
可
能
と
す
る
規
制
改
革
事
項
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
木
曽
内
閣
官
房
参
与
（
当
時
）
が
、
平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
に
、
前
川
文
部
科
学
審
議

官
（
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
日
ま
で
）
又
は
前
川
文
部
科
学
事
務
次
官
（
平
成
二
十

八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
ま
で
）
と
面
会
し
て
、
「
「
日
本
再
興
戦
略
」
改
訂
二
〇
一
五
」

（
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
方
針
を
前
提
と
し
て
検
討
が
続
け
ら
れ
て
い
た
獣
医
学
部

の
新
設
に
つ
い
て
話
し
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、
同
参
与
（
当
時
）
が
平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
に
藤
原
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局
審
議
官
と

面
会
し
た
か
否
か
等
に
つ
い
て
は
、
同
審
議
官
が
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
一
日
の
衆
議
院
地
方
創
生
に
関
す
る
特
別
委
員

会
等
に
お
い
て
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


